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【保育園や習い事の送迎】【お預かり】

鹿屋市ファミリー・サポート・センター

・講習会を受講して会員登録（登録料無料）をします。

・全国ファミリー・サポート・センター補償保険に加入します。(保険料はセンターが負担します)
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リナシティかのや

社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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・援助活動に対して，利用会員はサポート会員に報酬を支払います。

会員は登録制です

【お問い合わせ・申込先】

鹿屋市ファミリー・サポート・センター

〒893-0009 鹿屋市大手町１番１号 リナシティかのや２階

鹿屋市市民交流センター 福祉プラザ内

TEL（0994）44-2277 FAX（0994）44-7757

援助活動は有償のボランティアです

【産前・産後の家事援助】

育児・家事の援助を受けたい人(利用会員)が

育児・家事の援助を行いたい人(サポート会員)と
会員になってお互い助け合います。

●日 時 令和5年2月26日(日) 9：30～12：10

●場 所 リナシティかのや 2階 情報研修室

●内 容 ファミリーサポートのしくみ，子供の発達と遊び方，救急法など

●申込期限 令和５年２月22日(水)

・当日ご持参していただくもの・・・印鑑，筆記用具

・講習会の参加希望者は，下記電話または来所にてお申し込みください。

・講習会当日，託児を希望される場合は，申込時にあわせてお知らせください。

・利用会員登録希望の方は，上記以外の日程でも随時登録できます。(要予約)

・講習会受講時は，感染予防対策にご協力いただきます。

・諸事情により中止または延期の可能性もあります。

💛会員登録のための講習会のご案内💛



福祉プラザ各施設を無料で利用しませんか

新年を迎え，ひと月が過ぎようとしていますが，新しい年をお健やかにお

過ごしのことと存じます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

『福祉プラザ 』では，子どもから高齢者まで世代を超えて市民の幅広い交

流を促進するため，各施設を「利用登録団体」に無料でご利用いただいてお

ります。

更なる今後の『活動の場』として，福祉プラザの各施設を利用してみませ

んか? 

作業等の

【ものづくりの場】

学習会等の

【学びの場】

会議等の

【話し合いの場】

交流会等の

【ふれあいの場】

【施設名】和室(18畳２間)

福祉プラザでは

「４つの活動」

の場を提供します
（各施設）

・ボランティア室

・談話室

・ふれあいルーム

・和室

【施設名】ボランティア室

【定 員】２４名

【施設名】談話室
【定 員】６名

【施設名】ふれあいルーム
【定 員】１８名

～施設利用新規団体登録のご案内～
１ 提出書類

福祉プラザ利用登録団体申請書

(当会ホームページによりダウンロードできます)

２ 提出 先

リナシティかのや（２階）福祉プラザ

３ 登録条件

※福祉に関係する市民団体及びボランティア団体申請書に

より申告された活動内容や目的から福祉の発展を目指す

ものであるかを管理者が判断し登録の可否を決定します。

※趣味活動のみを目的とした団体は対象外となります。

４ お問い合わせ先

鹿屋市市民交流センター福祉プラザ

(指定管理者：鹿屋市社会福祉協議会)

TEL : 0994-44-2951
担当：総務課 江並，中山

◆ 利用可能時間

午前９時から午後１０時まで

◆ 休館日

年末年始(12/29～1/3)

☆ 団体登録のメリット☆

１ 利用のご予約が電話で可能です。

２ 施設の利用料は無料です。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，原則定員の50％以下での利用を

お願いいたします。


